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六
国
史
に
記
さ
れ
た
薨
卒
記
事
に
は
人
物
評
が
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
と
り

わ
け
『
日
本
後
紀
』
の
人
物
評
に
は
他
の
国
史
と
比
べ
て
否
定
的
な
表
現
が
多
く

用
い
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
一
。
し
か
し
、『
日
本
後
紀
』
に
お
い
て
否
定
的

な
表
現
が
特
に
多
く
見
ら
れ
る
の
か
、
具
体
的
な
数
を
示
し
て
比
較
し
た
先
行
研

究
は
存
在
し
て
い
な
い
た
め
、
他
の
国
史
と
比
べ
て
多
い
と
断
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
六
国
史
の
薨
卒
記
事
を
内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
、
具
体
的
な
数
を

以
っ
て
他
の
国
史
と
比
較
し
た
上
で
、『
日
本
後
紀
』
の
人
物
評
に
お
け
る
表
現
の

特
徴
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
特
徴
が
な
ぜ
現
れ
た
の
か
漢
籍

と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

『
日
本
後
紀
』の
薨
卒
記
事
に
お
け
る
人
物
評
の
表
現

―
―
否
定
的
な
表
現
を
中
心
に
―
―

加
　
　
藤
　
　
有
　
理
　
香

キ
ー
ワ
ー
ド
：
日
本
後
紀
・
薨
卒
記
事
・
六
国
史

一
、
六
国
史
の
薨
卒
記
事

　

本
稿
に
お
い
て
薨
卒
記
事
と
し
て
扱
う
の
は
、
人
物
が
死
亡
し
た
際
に
、
そ
の

こ
と
を
六
国
史
の
編
年
の
記
事
に
組
み
込
む
形
で
「
日
付
＋
死
亡
時
の
肩
書
＋
名

前
＋
死
亡
し
た
こ
と
」
を
最
低
限
記
載
し
、
そ
れ
に
加
え
て
「
係
累
的
な
こ
と
・

伝
記
的
な
こ
と
」
な
ど
を
記
し
て
い
る
記
事
と
す
る
。
ま
た
、「
薨
」「
卒
」
以
外

に
「
殺
」
な
ど
の
死
亡
を
表
す
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、形
式
に
則
っ

て
い
る
場
合
は
薨
卒
記
事
に
含
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

ま
ず
は
、
六
国
史
の
薨
卒
記
事
に
お
け
る
特
徴
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
内
容

に
よ
っ
て
分
類
し
、
整
理
し
て
い
き
た
い
。『
続
日
本
紀
』
の
薨
卒
記
事
の
構
成
要

素
に
つ
い
て
、
中
西
康
裕
氏
は
「
薨
卒
記
事
は
、
ま
ず
人
物
の
死
去
を
記
し
、
続

け
て
喪
事
を
監
護
す
る
使
者
な
ど
の
派
遣
、
賻
物
な
ど
の
関
連
記
事
、
そ
れ
に
薨

卒
者
の
係
累
・
官
歴
・
事
蹟
な
ど
の
伝
か
ら
構
成
さ
れ
る
二
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

林
陸
朗
氏
は
薨
卒
記
事
の
内
容
に
よ
っ
て
「
Ａ
型
：
単
に
薨
卒
の
事
実
だ
け
を
記
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載
し
た
も
の
」「
Ｂ
型
：
係
累
的
な
記
載
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
」「
Ｃ
型
：
伝

記
的
な
記
事
を
有
す
る
も
の
」三
と
分
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
亀
田
隆
之
氏
は
『
日

本
後
紀
』に
お
い
て
薨
卒
記
事
の「
伝
」が
書
か
れ
て
い
る
も
の
選
出
し
、「
褒
」「
貶
」

「
褒
貶
相
半
」と
分
類
し
て
い
る
四
。
そ
し
て
、こ
の
亀
田
氏
の
分
類
を
参
考
に
し
て
、

野
口
武
司
氏
が
『
日
本
書
紀
』
と
僧
侶
の
記
事
以
外
の
も
の
を
分
類
し
て
い
る
五
。

こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
薨
卒
記
事
の
分
類
は
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、

六
国
史
全
体
を
見
渡
す
に
は
不
十
分
な
情
報
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は

六
国
史
に
お
け
る
全
て
の
薨
卒
記
事
を
対
象
と
し
、
新
し
く
分
類
を
す
る
こ
と
と

し
た
。
ま
ず
は
、
林
氏
の
分
類
方
法
を
参
考
に
し
て
以
下
の
よ
う
に
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ

と
大
き
く
三
つ
に
分
類
す
る
。

Ⅰ
：
単
に
薨
卒
の
事
実
だ
け
を
記
載
し
た
も
の
。

Ⅱ
：
係
累
的
な
記
載
及
び
客
観
的
事
実
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
。

Ⅲ
：
人
物
を
論
評
す
る
記
事
（
人
物
評
）
を
有
す
る
も
の
。　

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
Ⅲ
を
亀
田
氏
の
分
類
方
法
を
参
考
に
ⅰ
・
ⅱ
・
ⅲ
と
分
け
る
。

ⅰ　

褒

ⅱ　

褒
＋
貶

ⅲ　

貶

　

こ
れ
に
則
っ
て
分
類
す
る
と
表
１
の
よ
う
に
な
る
。

　

以
下
に
各
分
類
に
当
て
は
ま
る
例
を
挙
げ
て
お
く
。

Ⅰ《『
日
本
三
代
実
録
』
巻
第
一　

天
安
二
年
九
月
二
八
日
丙
戌
》六	

　

散
位
従
五
位
下
時
宗
王
卒
。

Ⅱ

《『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
巻
第
一
〇　

天
安
二
年
四
月
丁
未
》

　

尾
張
国
言
上
。
守
従
五
位
上
藤
原
朝
臣
宗
善
卒
。
宗
善
。
大
納
言
正
三
位

真
楯
之
曽
孫
。
山
城
守
従
五
位
上
永
貞
第
四
子
也
。
天
長
十
年
三
月
叙
従
五

位
下
。
承
和
四
年
為
長
門
守
。
十
一
年
為
美
作
介
。
仁
寿
二
年
二
月
為
左
衛

門
権
佐
。
斉
衡
二
年
正
月
叙
従
五
位
上
。
為
尾
張
守
。
卒
於
任
。
時
年
六
十
四
。

Ⅲ
ⅰ

《『
日
本
書
紀
』
巻
第
三
〇　

朱
鳥
元
年
一
〇
月
庚
午
》

　

賜
死
皇
子
大
津
於
訳
語
田
舎
。
時
年
廿
四
。
妃
皇
女
山
辺
。
被
髪
徒
跣
。

奔
赴
殉
焉
。
見
者
皆
歔
欷
。
皇
子
大
津
。
天
渟
中
原
瀛
真
人
天
皇
第
三
子
也
。

容
止
墻
岸
。
音
辞
俊
朗
。
為
天
命
開
別
天
皇
所
愛
。
及
長
弁
有
才
学
。
尤
愛

文
筆
。
詩
賦
之
興
。
自
大
津
始
也
。
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一
二
一

『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
お
け
る
人
物
評
の
表
現
―
否
定
的
な
表
現
を
中
心
に　
（
加
藤
有
理
香
）

　

ⅱ
《『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
〇　

神
護
景
雲
三
年
一
〇
月
癸
亥
》

　

大
和
国
造
正
四
位
下
大
和
宿
禰
長
岡
卒
。
刑
部
少
輔
従
五
位
上
五
百
足
子

也
。
少
好
刑
名
之
学
。
兼
能
属
文
。
霊
亀
二
年
。
入
唐
請
益
。
凝
滞
之
処
。

多
有
発
明
。
当
時
言
法
令
者
。
就
長
岡
而
質
之
。
勝
宝
年
中
。
改
忌
寸
賜
宿
禰
。

宝
字
初
。
仕
至
正
五
位
下
民
部
大
輔
兼
坤
宮
大
忠
。
四
年
遷
河
内
守
。
政
無

仁
恵
。
吏
民
患
之
。
其
後
授
従
四
位
下
以
散
位
還
第
。
八
年
任
右
京
大
夫
。

以
年
老
自
辞
去
職
。
景
雲
二
年
。
賀
正
之
宴
。
有
詔
特
侍
殿
上
。
時
鬢
髪
未
衰
。

進
退
無
忒
。
天
皇
問
之
曰
。
卿
年
幾
。
長
岡
避
席
言
曰
。
今
日
方
登
八
十
。

天
皇
嘉
嘆
者
久
之
。
御
製
授
正
四
位
下
。

　

ⅲ
《『
日
本
後
紀
』
巻
第
二
九
逸
文
（『
類
聚
国
史
』・『
日
本
紀
略
』）　

弘
仁
一

二
年
九
月
甲
寅
》

　

従
四
位
下
藤
原
朝
臣
縵
麻
呂
卒
。
贈
太
政
大
臣
正
一
位
種
継
之
第
二
男
也
。

為
性
愚
鈍
。
不
便
書
記
。
以
鼎
食
胤
。
歴
職
内
外
。
無
所
成
名
。
唯
好
酒
色
。

更
無
余
慮
。
時
年
五
十
四
。

　

こ
う
し
た
分
類
で
、
特
に
ⅰ
・
ⅱ
・
ⅲ
で
は
読
み
手
の
受
け
止
め
方
に
よ
っ
て

分
類
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
。
判
断
に
迷
っ
た
場
合
は
、
亀
田
氏
が
分
類
を
明
示

し
て
い
る
記
事
に
関
し
て
は
そ
れ
に
則
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
明
示
し
て
い

な
い
記
事
に
つ
い
て
は
本
稿
の
筆
者
の
判
断
に
よ
っ
て
い
る
。

　

次
に
、『
日
本
後
紀
』
以
外
の
国
史
に
お
け
る
薨
卒
記
事
の
特
徴
を
簡
単
に
見
て

い
き
た
い
。

　

先
の
例
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
既
に
形
式
的
な
薨
卒
記

事
が
み
ら
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
薨
卒
記
事
の
初
出
は
神
武
天
皇
で
、
天

皇
以
外
で
は
神
八
井
耳
命
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
Ⅱ
に
該
当
す
る
簡
潔
な
も
の
で
あ

る
。
Ⅲ
の
初
出
は
蘇
我
馬
子
で
、
他
に
沙
宅
昭
明
と
建
王
、
既
に
例
と
し
て
記
事

を
載
せ
た
皇
子
大
津
の
四
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
後
の
薨
卒
記
事
に
お
け
る

形
式
の
基
盤
と
な
る
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
皇
子
大
津
は
謀
反
の
疑
い

で
刑
に
処
せ
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
容
は
賛
美
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
否
定
的
な
事
を
書
く
と
い
う
意
識
が
希
薄
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
に
薨
卒
記
事
は
書
か
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ

て
い
る
が
七
、前
に
挙
げ
た
よ
う
に
、形
式
的
に
整
え
ら
れ
て
い
る
薨
卒
記
事
は
『
日

本
書
紀
』
に
お
い
て
既
に
書
か
れ
て
い
る
。
特
に
壬
申
の
乱
以
降
は
、
そ
の
功
績

に
対
し
て
贈
位
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
Ⅱ
が
増
え
て
い
る
。
な
お
、

薨
卒
記
事
以
外
で
は
長
髄
彦
・
手
研
耳
命
・
文
石
小
麻
呂
・
武
烈
天
皇
・
小
杵
・

蘇
我
入
鹿
・
有
間
皇
子
に
対
し
て
否
定
的
な
表
現
が
使
わ
れ
て
お
り
、
国
史
に
お

け
る
否
定
的
な
人
物
評
の
始
ま
り
と
し
て
参
考
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
始
ま
っ
た
薨
卒
記
事
は
、『
続
日
本
紀
』
の
後
半
と
な
る
巻
第

二
一
以
降
に
お
い
て
さ
ら
に
体
裁
が
整
え
ら
れ
る
八

。『
続
日
本
紀
』
の
前
半
で
Ⅲ

ⅰ
に
該
当
す
る
記
事
は
、
道
首
名
の
一
例
を
除
く
と
全
て
僧
侶
だ
が
、
後
半
に
な

る
と
官
人
が
増
え
る
。
前
半
の
人
物
評
で
は
性
格
な
ど
に
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
後
半
で
は
官
職
に
お
け
る
評
価
が
増
え
、
書
か
れ
る
内
容
の
順
番
も
定
ま
っ

て
く
る
。
そ
し
て
、
ⅱ
・
ⅲ
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
玄
昉
以
外
の
ⅲ
の
記
事

は
全
て
後
半
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、『
続
日
本
紀
』
で
は
後
半
の
方
が

人
物
評
に
用
い
ら
れ
る
表
現
が
多
様
化
し
た
事
が
分
か
る
。
こ
の
様
に
、
一
つ
の

国
史
内
で
も
書
か
れ
方
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
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『
続
日
本
後
紀
』
に
は
ⅲ
は
存
在
せ
ず
、
ⅰ
は
前
半
に
も
あ
る
が
、
ⅱ
は
巻
第
一

三
以
降
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ⅱ
は
五
例
あ
り
、
そ
の
内
容
は
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
で
あ
る
と
と
れ
る
も
の
で
、
忌
憚
な
く
批
判
し
て
い
る

も
の
は
な
い
。『
日
本
後
紀
』
で
使
わ
れ
た
痛
烈
に
否
定
す
る
表
現
は
、
直
後
に
編

纂
さ
れ
た
『
続
日
本
後
紀
』
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。　

　
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
は
Ⅰ
が
一
例
の
み
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
記
事
に
係
累

的
な
記
事
や
伝
記
的
な
記
載
が
あ
る
。そ
し
て
、Ⅲ
の
割
合
が
六
国
史
中
最
も
多
く
、

そ
の
内
ⅰ
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
事
に
関
し
て
は
林
氏
も
「
各
伝
の
末
尾

に
記
さ
れ
た
人
物
評
の
如
き
は
短
文
な
が
ら
、
極
め
て
要
を
え
た
名
文
が
多
く
、

そ
の
人
物
の
性
格
を
髣
髴
さ
せ
る
九
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、坂
本
太
郎
氏
が
「
文

徳
実
録
の
記
事
の
特
色
は
政
治
・
法
制
に
関
す
る
記
事
の
少
な
い
こ
と
と
、
人
物

の
伝
記
記
事
の
豊
富
な
こ
と
の
二
つ
に
あ
る
一
〇
」
と
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、『
日

本
文
徳
天
皇
実
録
』
は
、
政
治
・
法
制
の
記
事
が
比
較
的
少
な
い
の
に
対
し
、
薨

卒
記
事
の
割
合
は
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
日
本
文
徳

天
皇
実
録
』
は
人
物
に
つ
い
て
の
記
録
に
重
点
を
置
い
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
日
本
三
代
実
録
』
で
は
、
Ⅰ
が
再
び
多
数
見
ら
れ
る
様
に
な
る
。
ま
た
、
薨
卒

記
事
以
外
で
、
薨
卒
記
事
の
形
式
に
則
っ
た
人
物
伝
が
伴
善
男
・
紀
夏
井
・
班
子

女
王
の
三
例
見
ら
れ
る
。
伴
善
男
・
紀
夏
井
は
流
罪
に
さ
れ
た
際
に
同
一
の
記
事

に
書
か
れ
て
い
る
。
似
た
例
と
し
て
、『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
の
藤
原
貞
子
が
出

家
し
た
記
事
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
来
伝
を
立
て
る
べ
き
人
物
に
お
い
て

は
、
実
際
に
死
亡
し
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
後
に
国
史
の
記
事
に
書
か
れ
な
く
な

る
場
合
に
は
、
薨
卒
記
事
の
形
式
で
記
事
を
書
く
方
針
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
班
子
女
王
は
仲
野
親
王
の
薨
卒
記
事
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
形
で

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
こ
の
記
事
に
書
か
れ
て
い
る
時
代
よ
り
も
後
の

こ
と
で
あ
り
、
班
子
女
王
が
存
命
中
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
書
き
方
は
、

こ
の
記
事
以
外
に
見
ら
れ
ず
、『
日
本
三
代
実
録
』
に
お
い
て
は
じ
め
て
用
い
ら
れ

た
書
き
方
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

以
上
、『
日
本
後
紀
』
以
外
の
国
史
の
薨
卒
記
事
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
き
た
。

薨
卒
記
事
の
原
点
は
『
日
本
書
紀
』
に
始
ま
り
、『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
さ
ら
に

体
裁
が
整
え
ら
れ
た
。し
か
し
、基
本
的
な
形
式
は
そ
の
後
も
踏
襲
さ
れ
る
も
の
の
、

六
国
史
を
通
じ
た
内
容
や
表
現
に
お
け
る
方
針
は
無
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

一
つ
の
国
史
内
で
も
前
半
と
後
半
と
で
書
か
れ
方
に
違
い
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も

あ
り
、
薨
卒
記
事
の
書
か
れ
方
は
流
動
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

二
、『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
の
特
徴

　

こ
こ
で
は
、『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
お
け
る
人
物
評
の
特
徴
に
つ
い
て
見

て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
前
節
に
挙
げ
た
表
１
で
『
続
日
本
紀
』
と
『
日
本
後
紀
』
を
比
べ
る
と
、

『
日
本
後
紀
』
に
お
い
て
Ⅰ
の
割
合
が
減
り
、
Ⅲ
の
割
合
が
三
倍
ほ
ど
に
増
加
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
Ⅲ
に
お
け
る
ⅱ
・
ⅲ
を
合
わ
せ
た
割
合
も
、『
日

本
後
紀
』
は
『
続
日
本
紀
』
と
比
べ
て
倍
増
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
続

日
本
紀
』
と
『
日
本
後
紀
』
に
お
い
て
、
薨
卒
記
事
の
書
き
方
の
方
針
に
変
化
が

生
じ
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
関
す
る
も
の
で
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
先
行

研
究
と
し
て
坂
本
氏
の
も
の
が
あ
る
。
坂
本
氏
は
『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
の



一
二
三

『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
お
け
る
人
物
評
の
表
現
―
否
定
的
な
表
現
を
中
心
に　
（
加
藤
有
理
香
）

特
徴
を
「
そ
の
文
は
概
し
て
簡
潔
で
あ
る
が
、
率
直
に
長
所
と
短
所
と
を
並
べ
挙

げ
て
お
り
、
け
っ
し
て
長
所
の
み
を
以
て
許
す
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
短
所
を
挙

げ
て
い
る
方
が
多
い
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
の
批
判
は
き
わ
め
て
峻
烈
で
あ
る
一
一
」

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ⅰ
・
ⅱ
の
合
計
は
ⅱ
・
ⅲ
の
合
計
よ
り
も
多
い
。
こ
の

こ
と
は
亀
田
氏
の
統
計
結
果
一
二
か
ら
も
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、「
短
所
を
挙
げ
て
い

る
方
が
多
い
」
と
述
べ
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
他
の
国
史

と
比
較
す
る
と
、
Ⅲ
に
お
け
る
ⅱ
・
ⅲ
の
割
合
は
双
方
と
も
に
『
日
本
後
紀
』
の

も
の
が
最
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ⅲ
に
お
け
る
ⅱ
・
ⅲ
の
割
合

が
他
の
国
史
と
比
べ
て
大
き
い
こ
と
は
『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
の
特
徴
で
あ

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
否
定
的
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
記
事
に
つ
い
て
、

亀
田
氏
は
「
こ
の
論
評
が
対
象
者
の
政
績
や
能
力
の
み
で
な
く
、
人
格
等
に
ま
で

及
ん
で
忌
憚
な
い
文
を
綴
っ
て
い
る
こ
と
は
、
他
の
国
史
に
類
を
見
な
い
一
三
」
と

述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
用
い
ら
れ
て
い
る
否
定
的

な
表
現
は
「
忌
憚
な
い
」
と
言
え
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、数
は
少
な
い
が
「
忌

憚
な
い
」
と
言
え
る
も
の
を
、
他
の
国
史
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
、
三
例
挙
げ
て
お
く
。

・
石
川
名
足
薨
伝
《『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
九　

延
暦
七
年
六
月
丙
戌
》

　

然
性
頗
偏
急
。
好
詰
人
之
過
。
官
人
申
政
。
或
不
合
旨
。
即
対
其
人

極
口
而
罵
。
因
此
諸
司
候
官
曹
者
。
値
名
足
聴
事
。
多
跼
蹐
而
避
。

・	

藤
原
宗
成
卒
伝
《『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
巻
第
一
〇　

天
安
二
年
五
月
丁

亥
》

　

宗
成
素
無
才
学
。
頗
近
邪
佞
。

・	

業
良
親
王
薨
伝
《『
日
本
三
代
実
録
』
巻
第
一
五　

貞
観
一
〇
年
正
月
一
一

日
》

　

親
王
精
爽
変
易
。
清
狂
不
慧
。
心
不
能
審
得
失
之
地
。

　

三
例
と
も
明
ら
か
に
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
し
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
も

薨
卒
記
事
と
記
述
の
形
式
が
似
て
い
る
即
位
前
紀
で
武
烈
天
皇
を
「
又
頻
造
諸
悪
。

不
修
一
善
。
凡
諸
酷
刑
。
無
不
親
覧
。
国
内
居
人
。
咸
皆
震
怖
」
と
し
、
薨
卒
記

事
以
外
の
人
物
評
で
長
髄
彦
を
「
稟
性
愎
很
」
と
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
『
日

本
後
紀
』
以
外
の
国
史
に
も
、「
忌
憚
な
い
」
人
物
評
が
あ
る
た
め
、「
他
の
国
史

に
類
を
見
な
い
」
と
ま
で
は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

他
に
、
巻
第
二
九
以
降
に
ⅱ
・
ⅲ
の
総
数
の
約
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
二

五
例
の
記
事
が
集
中
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
実
際
に
は
『
日
本
後
紀
』

の
巻
第
二
九
以
降
は
散
逸
し
て
お
り
、『
日
本
紀
略
』
や
『
類
聚
国
史
』
な
ど
、
他

の
典
籍
か
ら
逸
文
が
集
め
ら
れ
て
復
元
さ
れ
て
い
る
。
逸
文
に
お
け
る
人
物
評
に

関
し
て
亀
田
氏
は
「
逸
文
等
の
場
合
、
褒
の
部
分
が
残
り
、
貶
の
部
分
は
現
存
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
一
四
」
と
指
摘
し
て

い
る
。
し
か
し
、
現
在
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
事
だ
け
で
も
『
日
本
後
紀
』

の
ⅱ
・
ⅲ
の
数
が
他
の
国
史
と
比
べ
て
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
も
し
省
略
な
ど
が

あ
っ
た
と
し
た
ら
、
さ
ら
に
数
が
多
く
な
る
の
で
、
数
に
お
い
て
は
他
の
国
史
と

比
べ
て
多
い
と
い
う
特
徴
は
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
日
本
後
紀
』
に
お
い
て
否
定
的
な
表
現
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
の
理
由
と
し
て
、
坂
本
氏
は
編
纂
に
一
貫
し
て
関
わ
っ
て
い
る
唯
一
の
編
者
で

あ
る
藤
原
緒
嗣
の
性
格
に
よ
る
も
の
だ
と
し
一
五
、
亀
田
氏
は
編
者
と
の
血
縁
関
係

や
同
僚
意
識
、
そ
し
て
藤
原
緒
嗣
の
人
格
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
一
六
。
し
か

し
、『
日
本
後
紀
』
の
編
者
は
二
回
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
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別
冊

一
二
四

山
本
信
吉
氏
は
第
一
・
第
二
次
の
編
纂
者
が
嵯
峨
朝
以
前
、
第
三
次
の
編
纂
者
は

淳
和
朝
（
巻
第
三
〇
以
降
）
を
担
当
し
た
と
推
定
し
て
い
る
一
七
。
第
一
次
・
第
二
次
・

第
三
次
の
編
纂
者
と
い
う
の
は
、『
日
本
後
紀
』
の
序
文
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
編
纂
者
の
変
動
に
則
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に

な
る
。・

第
一
次
編
纂
者（
嵯
峨
天
皇
任
命
）	

藤
原
冬
嗣
・
藤
原
緒
嗣
・
藤
原
貞
嗣
・
良
岑
安
世

・
第
二
次
編
纂
者（
淳
和
天
皇
任
命
）

藤
原
緒
嗣
・
清
原
夏
野
・
直
世
王
・
藤
原
吉
野
・
小
野
岑
守
・

坂
上
今
継
・
嶋
田
清
田

・
第
三
次
編
纂
者（
仁
明
天
皇
任
命	

）

藤
原
緒
嗣
・
源
常
・
藤
原
吉
野
・
藤
原
良
房
・
朝
野
鹿
取
・
布
瑠
高
庭
・

山
田
古
嗣

　

嵯
峨
朝
と
淳
和
朝
の
間
に
編
纂
者
が
入
れ
替
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
と
し

て
、
山
本
氏
は
本
文
中
に
用
い
ら
れ
る
語
句
や
内
容
の
変
化
を
挙
げ
て
い
る
。
否

定
的
な
表
現
が
増
え
る
巻
第
二
九
は
嵯
峨
朝
最
後
の
巻
で
あ
り
、
山
本
氏
が
指
摘

し
た
区
切
り
と
は
完
全
に
一
致
は
し
な
い
が
、極
め
て
近
い
位
置
で
あ
る
。つ
ま
り
、

『
日
本
後
紀
』
に
否
定
的
な
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
藤
原
緒
嗣
一
人
の
性
格

や
人
格
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
第
三
次
編
纂
者
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
る
の
が

妥
当
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、『
日
本
後
紀
』
の
Ⅲ
に
記
載
さ
れ
る
人
物
評
を
細
分
化
し
て
、
用

い
ら
れ
て
い
る
表
現
や
形
式
を
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
人
物
評
は
以
下

の
五
つ
に
細
分
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①	

人
格　

②
才
学　

③
事
績
（
逸
話
）　

④
官
職
に
お
け
る
評
価　

⑤
容
姿

　

こ
れ
ら
を
、
実
際
の
記
事
に
当
て
は
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
五
つ

全
て
を
包
括
す
る
記
事
は
『
日
本
後
紀
』
に
は
存
在
し
な
い
。

《『
日
本
後
紀
』
巻
第
二
二　

弘
仁
三
年
一
〇
月
辛
卯
》

　

右
大
臣
従
二
位
藤
原
朝
臣
内
麻
呂
薨
。
詔
贈
従
一
位
左
大
臣
。
遣
従
三
位

藤
原
朝
臣
縄
主
。
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
貞
嗣
等
監
護
喪
事
。
内
麻
呂
者
。
贈

太
政
大
臣
正
一
位
房
前
之
孫
。
大
納
言
正
二
位
真
楯
之
子
也
。
奕
世
相
家
。

①
少
有
令
望
。
徳
量
温
雅
。
士
庶
悦
服
。
大
同
初
拝
大
納
言
。
兼
近
衛
大
将
。

其
年
転
右
大
臣
。
近
衛
大
将
如
故
。
任
兼
相
将
。
④
経
事
三
主
。
皆
被
信
重
。

上
有
所
問
。
不
希
指
苟
合
。
如
或
不
従
。
不
敢
犯
顔
。
凡
典
枢
機
。
十
有
余
年
。

靡
有
愆
失
。
③
昔
日
庶
人
他
戸
。
為
皇
太
子
時
。
桀
跖
之
性
。
好
害
名
流
。

有
一
悪
馬
。
馭
必
踶
囓
。
太
子
令
内
麻
呂
乗
。
快
見
傷
損
。
悪
馬
低
頭
不
動
。

被
鞭
廻
旋
。
時
人
以
為
非
常
之
器
。
薨
于
位
。
時
年
五
十
七
．

　

次
に
人
物
評
で
使
わ
れ
て
い
る
表
現
の
特
徴
を
見
て
い
き
た
い
。
先
に
挙
げ
た

分
類
に
則
っ
て
、
人
物
評
を
仕
分
け
し
た
結
果
を
載
せ
て
お
く
。
表
中
の
数
字
は

書
か
れ
た
順
番
を
表
し
て
い
る
。

  

表 2



一
二
五

『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
お
け
る
人
物
評
の
表
現
―
否
定
的
な
表
現
を
中
心
に　
（
加
藤
有
理
香
）

　

表
２
の
結
果
か
ら
も
、
番
号
順
に
並
ん
で
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ

る
。

　

ま
ず
、
①
の
表
現
の
特
徴
か
ら
見
て
い
く
。
①
の
例
を
挙
げ
る
と
以
下
の
よ
う

に
な
る
。

・
和
気
広
虫
卒
伝
《
巻
第
八　

延
暦
一
八
年
正
月
乙
丑
》

　

為
人
貞
順
。
節
操
無
虧
。

・	

林
山
主
卒
伝
《
巻
第
四
〇
逸
文
（『
類
聚
国
史
』・『
日
本
紀
略
』）　

天
長
九

年
七
月
戊
午
》

　

性
平
直
無
愛
憎
。

「
為
人
○
○
」「
性
○
○
」
と
い
っ
た
形
式
を
多
数
確
認
す
る
事
が
で
き
、
そ
の
後

に「
○
○
に
よ
っ
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
」と
続
く
。
こ
う
し
た
形
式
は『
日
本
後
紀
』

以
前
の
国
史
で
は
既
に
『
日
本
書
紀
』
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
蘇
我
馬
子
薨
伝
《
巻
第
二
二　

推
古
天
皇
三
四
年
五
月
丁
未
》

　

性
有
武
略
。
亦
有
弁
才
。	

・
沙
宅
昭
明
卒
伝
《
巻
第
二
九　

天
武
天
皇
二
年
閏
六
月
庚
寅
》

　

為
人
総
明
叡
智
。

　
『
日
本
書
紀
』の
薨
卒
記
事
に
あ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
一
例
ず
つ
の
み
で
あ
り
、   

六
国
史
の
薨
卒
記
事
に
お
け
る
「
為
人
○
○
」「
性
○
○
」
の
初
出
と
な
っ
て
い
る
。

『
続
日
本
紀
』
で
は
「
性
○
○
」
は
薨
卒
記
事
に
お
い
て
多
数
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
一
方
で
「
為
人
○
○
」
が
薨
卒
記
事
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
巻
第

四
〇
の
藤
原
是
公
の
一
例
の
み
で
あ
り
、
薨
卒
記
事
以
外
で
使
わ
れ
て
い
る
例
は

三
例
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
続
日
本
紀
』
に
お
い
て
も
人
格
を
表
す
時
に

「
為
人
○
○
」
を
用
い
て
い
た
が
、
薨
卒
記
事
に
お
い
て
常
套
的
に
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
『
日
本
後
紀
』
か
ら
だ
と
分
か
る
。
さ
ら
に
、「
為
人
○
○
」
の

形
式
は
『
日
本
後
紀
』
以
降
の
国
史
の
薨
卒
記
事
に
お
い
て
も
多
数
確
認
で
き
る

こ
と
か
ら
、『
日
本
後
紀
』
以
降
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
言
え
る
。

　

次
に
②
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
②
は
才
学
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

②
の
例
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・
石
上
家
成
薨
伝
《
巻
第
一
二　

延
暦
二
三
年
六
月
癸
亥
》

　

才
芸
無
取
。

・
藤
原
真
雄
卒
伝
《
巻
第
二
一　

弘
仁
二
年
七
月
庚
子
》

　

頗
有
武
芸
。	

・	

藤
原
三
成
卒
伝
《
巻
第
三
八
逸
文
（『
類
聚
国
史
』・『
日
本
紀
略
』）　

天
長

七
年
四
月
癸
酉
》

　

一
朝
能
琴
之
士
也
。

　

書
か
れ
て
い
る
内
容
は
学
問
・
音
楽
・
武
芸
な
ど
多
岐
に
渡
り
、
そ
の
内
容
は

具
体
性
を
帯
び
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
記
述
は
『
続
日
本
紀
』
の
段
階

で
は
僅
か
に
僧
侶
の
薨
卒
記
事
や
後
半
に
確
認
で
き
る
く
ら
い
で
あ
り
、『
日
本
後

紀
』
と
比
べ
る
と
、
内
容
は
充
実
し
て
い
な
い
。
②
の
書
き
方
は
①
程
に
は
形
式

的
に
な
っ
て
い
な
い
が
、「
頗
」
を
用
い
て
い
る
記
事
が
一
一
例
あ
る
こ
と
か
ら
、
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「
頗
」
を
使
う
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
頗
」
が
薨
卒
記

事
の
②
に
用
い
ら
れ
る
の
は
六
国
史
を
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。ま
た
、『
日

本
後
紀
』
の
②
に
お
い
て
「
才
芸
」
や
「
才
学
」
と
い
っ
た
語
句
は
、
特
に
得
意

と
す
る
も
の
が
無
か
っ
た
場
合
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

　

③
は
書
か
れ
た
人
物
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
た
箇
所
で
あ
る
。
以
下

に
そ
の
例
を
挙
げ
て
お
く

・
住
吉
綱
主
卒
伝
《
巻
第
一
二　

延
暦
二
四
年
二
月
庚
戌
》

　

好
愛
鷹
犬
。

・	

藤
原
友
人
卒
伝
《
巻
第
三
〇
逸
文
（『
類
聚
国
史
』・『
日
本
紀
略
』）　

弘
仁

一
三
年
八
月
癸
酉
》

　

雖
好
仙
道
。
控
地
不
登
。

　

書
か
れ
て
い
る
内
容
は
『
続
日
本
紀
』
と
似
て
お
り
、
仕
事
や
趣
味
に
関
す
る

逸
話
の
記
述
が
多
い
。
例
に
挙
げ
た
よ
う
に
簡
潔
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
和
気
清
麻

呂
の
よ
う
に
事
細
か
く
逸
話
を
記
し
た
記
事
も
あ
る
。
こ
う
し
た
逸
話
を
記
す
こ

と
で
、
そ
の
為
人
を
表
そ
う
と
し
て
い
る
。『
続
日
本
後
紀
』
以
降
の
薨
卒
記
事
で

は
、
さ
ら
に
具
体
性
を
帯
び
た
内
容
に
な
る
。

　

④
は
官
職
に
お
け
る
働
き
に
対
し
て
の
評
価
が
書
か
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

以
下
に
そ
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。

・
坂
上
田
村
麻
呂
薨
伝
《
巻
第
二
一　

弘
仁
二
年
五
月
丙
辰
》

　

有
将
帥
之
量
。
帝
壮
之
。

・	

安
倍
男
笠
卒
伝
《
巻
第
三
四
逸
文
（『
類
聚
國
史
』・『
日
本
紀
略
』）　

天
長

三
年
五
月
丁
卯
》

　

歴
職
内
外
。
不
聞
善
悪
。

　

④
は
薨
卒
記
事
の
終
盤
に
書
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
。『
日
本
後
紀
』の
④
に
は「
無

可
無
不
可
」「
不
聞
毀
誉
」
な
ど
と
い
っ
た
、「
良
く
も
悪
く
も
な
か
っ
た
」
と
い
っ

た
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
表
現
に
つ
い
て
は
、
肯
定
的
・
否
定
的
の
い
ず

れ
に
分
類
す
べ
き
か
判
断
し
辛
い
が
、
本
稿
で
は
亀
田
氏
の
分
類
一
八
を
参
考
に
し
、

否
定
的
な
表
現
と
し
て
扱
う
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
『
日
本
後
紀
』
に
お
い
て
は

六
例
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
の
国
史
で
は
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
の
一
例

の
み
で
あ
る
た
め
、『
日
本
後
紀
』
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

⑤
が
書
か
れ
て
い
る
記
事
は
八
例
し
か
確
認
で
き
な
い
。
以
下
に
二
例
挙
げ
て

お
く
。・

石
川
道
益
卒
伝
《
巻
第
一
三　

延
暦
二
四
年
七
月
壬
辰
》

　

美
於
風
儀
。

・
藤
原
雄
友
薨
伝
《
巻
第
二
一　

弘
仁
二
年
四
月
丙
戌
》

　

姿
儀
可
観
。

　

容
姿
に
関
し
て
は
全
て
肯
定
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。『
続
日
本
後
紀
』
以
降

は
、
具
体
的
な
身
体
的
特
徴
が
頻
繁
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、『
日
本
後
紀
』

の
段
階
で
は
、
ま
だ
容
姿
を
記
録
す
る
と
い
う
意
識
が
薄
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
書
か
れ
て
い
る
人
物
評
は
、

直
前
に
書
か
れ
た
『
続
日
本
紀
』
よ
り
も
薨
卒
記
事
の
形
式
が
整
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
に
よ
り
、
同
じ
表
現
が
繰
り
返

し
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
記
述
の
形
式
も
整
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
『
続
日
本
紀
』
よ
り
も
具
体
性
を

帯
び
て
い
る
が
、『
続
日
本
後
紀
』
以
降
に
見
ら
れ
る
様
な
、
あ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

取
り
上
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
記
録
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
『
日
本
後
紀
』



一
二
七

『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
お
け
る
人
物
評
の
表
現
―
否
定
的
な
表
現
を
中
心
に　
（
加
藤
有
理
香
）

に
お
い
て
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
容
姿
に
関
す
る
記
録
も
『
続
日
本
後
紀
』
以
降

の
国
史
と
比
べ
て
少
な
く
、
そ
れ
ら
を
記
す
た
め
の
決
ま
っ
た
表
現
形
式
は
整
え

ら
れ
て
い
な
い
。

三
、『
日
本
後
紀
』
の
人
物
評
に
お
け
る
否
定
的
な
表
現

　

こ
こ
で
は
、『
日
本
後
紀
』
の
Ⅲ
に
記
載
さ
れ
る
人
物
評
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い

る
否
定
的
な
表
現
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
前
節
の
分
類
の
内
、
否
定
的
な
表

現
が
用
い
ら
れ
る
の
は
⑤
を
除
く
①
・
②
・
③
・
④
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
分
類
は

完
全
に
独
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
お
互
い
に
評
価
が
関
わ
っ
て
い
る
場
合

も
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
否
定
的
な
表
現
を
挙
げ
て
お
く
。
そ
れ

ら
の
表
現
に
み
え
る
特
徴
も
※
の
後
に
記
し
た
。

①
壱
志
濃
王
薨
伝
《
巻
第
一
三　

延
暦
二
四
年
一
一
月
丁
丑
》

　

質
性
矜
然
。
不
護
礼
度
。

　

	

伴
弥
嗣
卒
伝
《
巻
第
三
一
逸
文
（『
日
本
紀
略
』）
弘
仁
一
四
年
七
月
甲
戌
》

　

為
人
疾
悪
。

　

	

平
城
天
皇
伝
《
巻
第
三
二
逸
文
（『
類
聚
国
史
』・『
釈
日
本
紀
』・『
日
本

紀
略
』）
天
長
元
年
七
月
己
未
》

　

然
性
多
猜
忌
。

　

※
「
為
人
○
○
」「
性
○
○
」
と
い
っ
た
形
式
で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。

②	

藤
原
継
縄
薨
伝
《
巻
第
五　

延
暦
一
五
年
七
月
乙
巳
》

　

雖
無
才
識
。

　

石
上
家
成
薨
伝
（
前
掲
）

　

才
芸
無
取
。

　

安
倍
雄
能
麻
呂
卒
伝
《
巻
第
三
四
逸
文
（『
類
聚
国
史
』）　

天
長
三
年
八

月
丁
酉
》

　

無
他
才
学
。

　

※
「
才
○
」
と
「
無
」
を
組
み
合
わ
せ
た
形
式
が
見
ら
れ
る
。

③
中
臣
諸
魚
卒
伝
《
巻
第
五　

延
暦
十
六
年
二
月
丁
丑
》

　

貪
冐
財
貨
。
営
求
産
業
。
時
議
以
此
鄙
之
。

　

	

上
毛
野
穎
人
卒
伝
《
巻
第
二
九
逸
文
（『
類
聚
国
史
』・『
日
本
紀
略
』）　

弘
仁
一
二
年
八
月
辛
巳
》

　

晩
年
沈
酒
而
終
。

　

	

酒
人
内
親
王
薨
伝
《
巻
第
三
七
逸
文
（『
東
大
寺
要
録
』・『
日
本
紀
略
』）

天
長
六
年
八
月
丁
卯
》

　

婬
行
弥
増
。
不
能
自
制
。

　

※	

間
接
的
に
否
定
し
て
い
る
と
と
れ
る
内
容
の
も
の
が
多
い
。
形
式
や
表

現
は
多
様
で
あ
る
。

④
藤
原
継
縄
薨
伝
（
前
掲
）

　

政
迹
不
聞
。

　

吉
備
泉
卒
伝
《
巻
第
二
四　

弘
仁
五
年
閏
七
月
壬
午
》

　

試
于
政
事
。
処
置
無
紀
。

　

	

橘
安
麻
呂
卒
伝
《
巻
第
二
九
逸
文
（『
類
聚
国
史
』・『
日
本
紀
略
』）　

弘

仁
一
二
年
七
月
乙
巳
》

　

歴
職
雖
多
。
廉
隅
不
聞
。

　

※	
「
政
○
○
○
」「
歴
職
○
○
」「
○
○
不
聞
」と
い
っ
た
形
式
が
見
ら
れ
る
。

　

比
較
の
た
め
に『
続
日
本
紀
』の
否
定
的
な
人
物
評
の
例
も
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。
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①
石
川
名
足
薨
伝
（
前
掲
）

　

然
性
頗
偏
急
。

②
該
当
無
し
。

③
恵
美
押
勝
伝
《
巻
第
二
五　

天
平
宝
字
八
年
九
月
壬
子
》

　

枢
機
之
政
。
独
出
掌
握
。
由
是
。
豪
宗
右
族
皆
妬
其
勢
。

　

淡
海
三
船
卒
伝
《
巻
第
三
八　

延
暦
四
年
七
月
庚
戌
》

　

昇
降
不
慥
頗
乖
朝
旨
。
有
勅
譴
責
之
。

　

玄
昉
伝
《
巻
第
一
六　

天
平
一
八
年
六
月
己
亥
》

　

稍
乖
沙
門
之
行
。
時
人
悪
之
。

④
大
和
長
岡
卒
伝
《
巻
第
三
〇　

神
護
景
雲
三
年
一
〇
月
癸
亥
》

　

政
無
仁
恵
。
吏
民
患
之
。

　

藤
原
浜
成
薨
伝
《
巻
第
四
〇　

延
暦
九
年
二
月
乙
酉
》

　

以
宰
輔
之
胤
。
歴
職
内
外
。
所
在
無
績
。
吏
民
患
之
。

　

①
は
『
続
日
本
紀
』
で
は
一
例
の
み
で
、「
性
○
○
」
の
形
式
で
あ
る
。
②
の
否

定
的
な
内
容
の
も
の
は
『
続
日
本
紀
』
で
は
見
ら
れ
ず
、『
日
本
後
紀
』
か
ら
始
ま
っ

た
も
の
だ
と
言
え
る
。
ま
た
、
④
の
「
歴
職
○
○
」「
政
○
○
○
」
と
い
っ
た
形
式

は
既
に
『
続
日
本
紀
』
に
見
ら
れ
る
。「
歴
職
」
と
い
う
言
葉
は
六
国
史
に
お
い
て

『
続
日
本
紀
』
三
例
、『
日
本
後
紀
』
三
例
、『
続
日
本
後
紀
』
一
例
の
七
例
見
る
こ

と
が
で
き
、
全
て
薨
卒
記
事
で
用
い
ら
れ
て
い
る
、『
続
日
本
紀
』
と
『
日
本
後
紀
』

に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
る
例
の
一
部
を
以
下
に
挙
げ
る
。

・
文
室
浄
三
薨
伝
《『
続
日
本
紀
』
巻
第
第
三
一　

宝
亀
元
年
一
〇
月
丁
酉
》

　

歴
職
内
外
。
至
大
納
言
。

・
藤
原
良
継
薨
伝
《『
続
日
本
紀
』
巻
第
三
四　

宝
亀
八
年
九
月
丙
寅
》

　

歴
職
内
外
。
所
在
無
績
。

・	

橘
安
麻
呂
卒
伝
（
前
掲
）

　

歴
職
雖
多
。
廉
隅
不
聞
。

　

文
室
浄
三
以
外
は
、
特
に
目
立
っ
た
功
績
が
無
い
場
合
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い

う
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
載
せ
な
か
っ
た
他
の
記
事
に
お
い
て
も
共

通
し
て
い
る
。
次
に
、『
続
日
本
後
紀
』
で
使
わ
れ
て
い
る
例
を
挙
げ
る
。

・
紀
興
道
卒
伝
《
巻
第
三　

承
和
元
年
六
月
庚
子
》

　

歴
職
兵
部
大
輔
左
中
弁
右
兵
衛
督
。
興
道
門
風
相
承
。
能
伝
射
礼
之

容
儀
。

　
『
続
日
本
後
紀
』
以
降
に
お
い
て
確
認
で
き
る
の
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
こ

の
例
で
は
『
続
日
本
紀
』
の
文
室
浄
三
と
同
じ
く
否
定
的
な
表
現
が
後
に
続
い
て

い
な
い
。
こ
の
事
か
ら
、『
日
本
後
紀
』
は
『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
「
歴
職
」
の

使
い
方
を
継
承
し
た
が
、
そ
の
使
わ
れ
方
は
『
続
日
本
後
紀
』
以
降
は
継
承
さ
れ

て
い
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

　
『
続
日
本
紀
』
で
は
否
定
的
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
薨
卒
記
事
は
少
な
く
、『
日

本
後
紀
』
に
お
い
て
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
と
お
り

で
あ
る
。
次
は
『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
特
徴
的
な
否
定
的
表
現
に
つ
い
て
見
て

い
き
た
い
。

　

ま
ず
、「
無
可
無
不
可
」「
不
聞
毀
誉
」
な
ど
の
「
良
く
も
悪
く
も
無
か
っ
た
」

と
い
う
表
現
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
『
日
本
後
紀
』
の
④
に
お
い

て
六
例
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
一
例
挙
げ
て
お
く
。

・	

藤
原
藤
成
卒
伝
《
巻
第
三
〇
逸
文
（『
類
聚
国
史
』・『
日
本
紀
略
』）　

弘
仁

一
三
年
五
月
癸
巳
》



一
二
九

『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
お
け
る
人
物
評
の
表
現
―
否
定
的
な
表
現
を
中
心
に　
（
加
藤
有
理
香
）

　

口
吃
言
語
渋
。
歴
任
内
外
。
無
可
無
不
可
。

　

こ
う
し
た
表
現
で
他
の
国
史
に
お
い
て
確
認
で
き
る
の
は
『
日
本
文
徳
天
皇
実

録
』
の
以
下
に
挙
げ
た
一
例
の
み
で
あ
る
。

・
藤
原
行
道
卒
伝
《
巻
第
六　

斉
衡
元
年
一
二
月
庚
午
》

　

行
道
累
歴
内
外
官
職
。
政
迹
善
悪
無
聞
。
可
謂
得
其
中
庸
者
也
。

　
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
で
は
「
可
謂
得
其
中
庸
者
也
」
と
続
き
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
、
肯
定
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。『
日
本
後
紀
』
以

外
で
は
こ
の
一
例
の
み
で
、
さ
ら
に
否
定
的
な
使
い
方
を
し
て
い
な
い
た
め
、『
日

本
後
紀
』に
お
け
る
使
わ
れ
方
と
異
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。し
た
が
っ
て
、

否
定
的
な
意
味
に
受
け
取
れ
る
「
無
可
無
不
可
」
と
い
っ
た
表
現
は
『
日
本
後
紀
』

独
自
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

ち
な
み
に
、『
日
本
後
紀
』
に
お
い
て
こ
う
し
た
評
価
が
書
か
れ
て
い
る
直
後
の

記
述
と
、
そ
の
評
価
を
さ
れ
た
人
物
を
並
べ
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

歴
官
内
外
。
無
有
毀
誉
。	

常
陸
守
従
四
位
下
紀
朝
臣
直
人

歴
任
内
外
。
無
可
無
不
可
。	

伊
勢
守
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
藤
成

歴
任
内
外
。
毀
誉
不
聞
。	

散
位
従
四
位
上
石
川
朝
臣
継
人

歴
職
内
外
。
不
聞
善
悪
。	

散
位
従
四
位
上
安
倍
朝
臣
男
笠

在
任
之
間
。
不
聞
毀
誉
。	

従
四
位
下
文
室
真
人
弟
直

出
宰
伊
勢
国
。
不
聞
毀
誉
。	

従
四
位
上
藤
原
朝
臣
世
嗣　

　

全
て
従
四
位
の
人
物
に
対
し
て
さ
れ
て
お
り
、
紀
直
人
以
外
は
巻
第
三
〇
以
降

に
書
か
れ
て
い
る
。
記
述
箇
所
の
偏
り
か
ら
、
第
三
次
の
編
者
の
編
纂
の
方
針
に

則
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
従
四
位
は
『
日
本
後
紀
』
に
書
か
れ
る
最

低
の
位
で
あ
り
、
肯
定
も
否
定
も
無
い
平
均
的
な
人
物
だ
っ
た
と
い
う
評
価
が
妥

当
で
あ
る
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
日
本
後
紀
』
で
は
六
回
用
い
ら
れ
た
が
、

そ
の
後
の
国
史
に
お
い
て
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
存
在
し
な
い
こ
と

か
ら
、『
日
本
後
紀
』
に
お
い
て
形
式
化
し
、
常
套
的
に
使
わ
れ
た
表
現
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
後
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

　

も
う
一
つ
『
日
本
後
紀
』
の
特
徴
的
な
表
現
と
し
て
、「
薨
卒
記
事
の
人
物
に
優

れ
た
才
能
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
高
い
位
や
様
々
な

官
職
に
就
い
て
い
た
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
事
は
『
日
本
後
紀
』

の
④
に
お
い
て
六
例
確
認
で
き
る
。
以
下
、
一
例
挙
げ
て
お
く
。

・	

橘
浄
野
卒
伝
《
巻
第
三
七
逸
文
（『
類
聚
国
史
』・『
日
本
紀
略
』）　

天
長
六

年
一
二
月
乙
丑
》

　

性
質
素
。
少
所
欲
。
隠
居
交
野
。
無
意
出
仕
。
為
太
皇
太
后
叔
父
。

被
授
崇
班
。

　

他
の
五
例
も
確
認
す
る
と
並
び
方
が
多
少
前
後
す
る
も
の
の
「
否
定
的
な
人
物

評
＋
以
（
為
）
親
戚
＋
就
任
し
た
官
職
な
ど
」
と
い
っ
た
形
式
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
形
式
を
用
い
て
い
る
記
事
を
『
続
日
本
紀
』
と
『
日
本
三
代
実
録
』

で
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
、
才
学
等
に
対
す
る
評
価
が
無
い
も
の
を
『
続
日
本
後
紀
』

で
三
例
確
認
で
き
た
。
以
下
に
一
部
を
載
せ
て
お
く
。
な
お
、『
続
日
本
紀
』
の
例

は
前
頁
に
お
い
て
既
出
の
藤
原
浜
成
で
あ
る
。

・	

田
口
佐
波
主
卒
伝
《『
続
日
本
後
紀
』
巻
第
一
七　

承
和
一
四
年
閏
三
月
戊

子
》

　

詔
贈
従
三
位
。
以
嵯
峨
太
皇
大
后
之
外
戚
也
。

・	

橘
貞
根
卒
伝
《『
日
本
三
代
実
録
』
巻
第
二
四　

貞
観
一
五
年
八
月
二
八
日

庚
申
》



愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
篇
―　

第
四
十
六
号	

別
冊

一
三
〇

　

無
才
学
。常
侍
嵯
峨
南
北
両
宮
。復
仁
明
天
皇
之
外
戚
。故
名
位
稍
進
。

　
『
続
日
本
紀
』
と
『
日
本
三
代
実
録
』
の
例
は
『
日
本
後
紀
』
と
ほ
ぼ
同
じ
形
式

を
用
い
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
『
日
本
後
紀
』
の
直
後
の
国
史
で
あ
る
『
続
日
本

後
紀
』
で
は
才
学
等
に
対
す
る
評
価
が
無
く
、『
日
本
後
紀
』
の
形
式
と
は
若
干
異

な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、『
日
本
後
紀
』
に
お
い
て
形
式
化
さ
れ
た
表
現
は
、
必
ず

し
も
後
の
国
史
に
継
承
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
節
に
挙
げ
た
二
つ
の
表
現
が
な
ぜ『
日
本
後
紀
』に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
の
か
、

次
の
節
で
検
証
し
て
い
き
た
い
。

四
、『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
否
定
的
な
表
現
と
漢
籍
と
の
関
係

　
『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現
に
お
い
て
、
漢
籍
か
ら

の
影
響
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
既
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
同

様
に
『
日
本
後
紀
』
の
否
定
的
な
表
現
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

と
予
想
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

漢
籍
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
調
査
す
る
。

　

ま
ず
は
、「
良
く
も
悪
く
も
無
か
っ
た
」
と
い
う
『
日
本
後
紀
』
の
特
徴
的
な
表

現
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
そ
の
表
現
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
た
「
無
有
毀
誉
」

「
無
毀
誉
」「
不
聞
善
悪
」「
毀
誉
」「
無
可
無
不
可
」「
不
聞
毀
誉
」
と
い
っ
た
語
句

を
以
下
の
範
囲
で
調
査
し
た
。
な
お
「
毀
誉
不
聞
」
の
よ
う
に
語
句
の
上
下
を
逆

に
し
た
も
の
も
含
ん
で
い
る
。

　

調
査
範
囲
：『
日
本
後
紀
』
編
纂
以
前
に
書
か
れ
た
漢
籍

『
北
史
』
ま
で
の
中
国
の
正
史
。「
十
三
経
」。『
戦
国
策
』『
荘
子
』『
老
子
』『
商

君
書
』『
淮
南
子
』。「
四
部
叢
刊
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
該

当
す
る
も
の
。
一
九

　

そ
の
調
査
結
果
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
明
ら
か
に
人
物
評
で
は
な
い
箇
所
で

使
わ
れ
て
い
た
場
合
は
省
い
て
あ
る
。

	「
無
有
毀
誉
」	

該
当
な
し

	「
無
毀
誉
」	

『
意
林
』『
抱
朴
子　

外
編
』『
春
秋
胡
子
伝
』

	「
不
聞
善
悪
」	

『
論
衡
』

	「
毀
誉
」	

『
漢
書
』『
後
漢
書
』『
晋
書
』
他

	「
無
可
無
不
可
」	

	『
論
語
』『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』他（「
他
」

は
『
論
語
』『
史
記
』
か
ら
の
引
用
を
記
載

し
て
い
る
も
の
。）

	

『
広
弘
明
集
』『
世
説
新
語
』

	「
不
聞
毀
誉
」	

該
当
な
し

	

調
査
の
結
果
、
確
認
で
き
た
内
か
ら
三
例
を
挙
げ
て
お
く
。

《『
史
記
』
世
家　

巻
第
四
七　

孔
子
世
家
第
一
七
》
二
〇

　

…
子
曰
不
怨
天
不
尤
人
。
下
学
而
上
達
。
知
我
者
其
天
乎
。
不
降
其
志
。

不
辱
其
身
。
伯
夷
叔
斉
乎
。
謂
柳
下
恵
少
連
降
志
辱
身
矣
。
謂
虞
仲
夷
逸
。

隠
居
放
言
。
行
中
清
。
廃
中
権
。
我
則
異
於
是
。
無
可
無
不
可
。

《『
後
漢
書
』
列
伝　

巻
第
二
四　

馬
援
列
伝
第
一
四
》

　

援
帰
。
囂
問
東
方
事
。
援
曰
。
上
才
明
勇
略
。
非
人
敵
也
。
且
開
心
見
誠
。

無
所
隠
伏
。
闊
達
多
大
節
。
略
与
高
祖
同
。
経
学
博
覧
政
治
文
弁
。
前
世
無
比
。

囂
曰
。
卿
謂
何
如
高
帝
。
援
曰
。
不
如
也
。
高
帝
無
可
無
不
可
。
今
上
好
吏
事
。

動
如
法
度
。
又
不
喜
飲
酒
。
囂
不
懌
曰
。
如
卿
言
反
復
勝
乎
。
遣
子
入
侍
。



一
三
一

『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
お
け
る
人
物
評
の
表
現
―
否
定
的
な
表
現
を
中
心
に　
（
加
藤
有
理
香
）

《『
漢
書
』
列
伝　

巻
第
七
七　

蓋
諸
葛
劉
鄭
孫
毌
将
何
伝
第
四
七　

諸
葛
豊
》	

　

…
城
門
校
尉
豊
。
前
与
光
禄
勲
堪
。
光
禄
大
夫
猛
在
朝
之
時
。
数
称
言
堪
。

猛
之
美
。
豊
前
為
司
隷
校
尉
。
不
順
四
時
。
修
法
度
。
専
作
苛
暴
。
以
獲
虚
威
。

朕
不
忍
下
吏
。
以
為
城
門
校
尉
。
不
内
省
諸
己
。	

而
反
怨
堪
。
猛
。
以
求
報

舉
。	

告
案
無
証
之
辞
。
暴
揚
難
験
之
罪
。
毀
誉
恣
意
。
不
顧
前
言
。	

不
信

之
大
者
也
。
朕
憐
豊
之
耆
老
。
不
忍
加
刑
。
其
免
為
庶
人
。
…

　
『
史
記
』
の
「
無
可
無
不
可
」
は
「
自
分
は
伯
夷
と
叔
斉
の
よ
う
に
世
を
捨
て
る

こ
と
も
し
な
い
が
、
柳
下
恵
と
少
連
の
よ
う
に
世
に
取
り
入
ろ
う
と
も
し
な
い
」

と
い
う
意
味
で
書
か
れ
て
い
る
。『
後
漢
書
』
に
お
い
て
は
高
帝
を
「
可
も
な
く
不

可
も
な
い
人
物
」
で
あ
る
と
評
し
て
お
り
、『
日
本
後
紀
』
に
書
か
れ
て
い
た
も
の

と
意
味
は
似
て
い
る
が
、
馬
援
伝
の
中
で
馬
援
が
高
帝
を
評
す
る
言
葉
と
し
て
書

か
れ
て
お
り
、
馬
援
に
対
す
る
評
価
で
使
わ
れ
て
い
な
い
点
が
『
日
本
後
紀
』
に

お
け
る
使
い
方
と
異
な
っ
て
い
る
。『
漢
書
』
の
「
毀
誉
」
も
「
諸
葛
豊
は
周
堪
と

張
猛
の
毀
誉
を
思
う
ま
ま
に
述
べ
て
い
て
信
用
な
ら
な
い
人
物
で
あ
る
」
と
使
わ

れ
て
お
り
、
今
回
調
査
し
て
い
る
意
味
と
異
な
っ
て
い
る
。
例
に
挙
げ
な
か
っ
た

他
の
も
の
も
同
じ
く
『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
使
わ
れ
方
や
意
味
合
い
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
今
回
の
調
査
に
お
い
て
『
日
本
後
紀
』
に
使
わ
れ
て
い
る
「
良
く
も
悪

く
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
表
現
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
記
述
は
確
認
で

き
な
か
っ
た
。

　

他
に
、『
日
本
後
紀
』
の
特
徴
的
な
表
現
の
「
優
れ
た
才
能
が
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
が
、
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
高
い
位
や
様
々
な
官
職
に
就
い
て
い
た
」
と
い
う

記
述
に
つ
い
て
も
調
査
し
た
。
調
査
範
囲
は
前
回
と
同
じ
で
、「
皇
胤
」「
県
職
胤
」

「
丞
相
胤
」「
外
戚
」「
父
母
之
故
」「
被
綬
崇
班
」「
頻
歴
」「
歴
職
内
外
」「
無
才
学
」

「
性
頑
」「
性
愚
鈍
」「
無
意
出
仕
」「
為
人
無
才
」
と
い
っ
た
語
句
を
調
査
し
た
が
、

結
論
か
ら
言
う
と
漢
籍
か
ら
の
影
響
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
例
と
し
て
「
外
戚
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
記
事
を
以
下
に
挙
げ
て
お
く
。

《『
漢
書
』
列
伝　

巻
第
九
九
下　

王

莽

大
犬

伝
第
六
九
下
》

　

賛
曰
。
王

莽

大
犬

始
起
外
戚
。
折
節
力
行
。
以
要
名
誉
。
宗
族
称
孝
。
師
友
帰
仁
。

及
其
居
位
輔
政
。
成
。
哀
之
際
。
勤
労
国
家
。
直
道
而
行
。
動
見
称
述
。
…

　
「
王

莽

大
犬

始
起
外
戚
」
と
あ
る
が
、「
優
れ
た
才
能
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
」「
そ

の
外
戚
に
よ
っ
て
高
い
位
や
様
々
な
官
職
に
就
い
て
い
た
」
と
い
っ
た
記
述
が
な

い
た
め
『
日
本
後
紀
』
と
使
わ
れ
方
が
異
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
他
に
『
日
本
後
紀
』
の
紀
作
良
と
『
漢
書
』
の
郅
都
の
両
記
事
に
「
仕
事

に
対
し
て
厳
酷
で
あ
っ
た
た
め
、
周
囲
か
ら
疎
ま
れ
て
い
た
」
と
い
っ
た
内
容
の

類
似
性
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
表
現
に
共
通
点
は
無
い
。
ま
た
、『
日
本
後
紀
』

の
神
王
と
『
漢
書
』
の
温
舒
の
両
記
事
に
「
少
文
」
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
短
い

語
句
が
一
致
す
る
程
度
で
は
、
表
現
に
漢
籍
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
の
は
難

し
い
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
日
本
後
紀
』
に
見
ら
れ
る
否
定
的
な
表
現
に
、
漢
籍
の
影

響
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、『
日
本
後
紀
』
以
降
の
国
史
の

良
吏
伝
に
つ
い
て
亀
田
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
『
日
本
後
紀
』（『
類
聚
国
史
』）
以
下
の
良
吏
伝
を
み
る
と
…
中
国
史
書
の

良
吏
伝
に
み
え
る
語
句
と
ま
っ
た
く
同
じ
語
句
を
、
治
政
の
状
態
を
示
す
語

と
し
て
使
用
し
て
い
る
例
を
多
く
み
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
国
史
に
収

め
ら
れ
た
良
吏
伝
が
、
中
国
史
書
の
良
吏
伝
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
は
認

め
て
よ
い
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
文
を
子
細
に
み
る
と
き
、
中
国
史
書
の
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良
吏
伝
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
二
一

　

亀
田
氏
は
良
吏
伝
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
否
定
的
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い

る
記
事
に
も
当
て
は
ま
る
。
ま
た
、『
続
日
本
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
つ
い
て
、
藏
中

し
の
ぶ
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

わ
が
国
古
代
の
伝
は
漢
文
体
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
先
行

す
る
中
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
伝
の
影
響
を
濃
厚
に
受
け
つ
つ
も
、
す
で
に
完
成

さ
れ
た
漢
文
作
品
の
表
現
を
断
片
的
に
受
容
し
た
た
め
に
、
か
な
ら
ず
し
も

中
国
の
文
体
論
を
直
接
的
に
継
承
す
る
も
の
で
は
な
い
。
二
二

　

こ
の
こ
と
は
『
日
本
後
紀
』
に
お
い
て
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
中
国
の
正
史
の

列
伝
に
お
い
て
、
中
途
半
端
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
人
物
は
確
認
で
き
な
か
っ

た
。
中
国
の
正
史
の
列
伝
に
書
か
れ
る
の
は
、
良
く
も
悪
く
も
何
か
し
ら
の
評
価

を
す
る
に
値
す
る
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
無
可
無
不
可
」「
不
聞
毀
誉
」

と
い
う
評
価
が
さ
れ
る
人
物
を
正
史
に
記
録
す
る
の
は
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
記
述
を
す
る
際
に
使
う
表
現
や
形
式
も
、

日
本
で
独
自
に
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

	

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
日
本
の
国
史
で
は
評
価
に
値
し
な
い
人
物
ま
で
記
録
し
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
日
本
と
中
国
の
正
史
と
で
は
書
き
方
が
異
な
っ
て
い
る
。

中
国
の
正
史
で
は
紀
伝
体
を
と
り
、人
物
評
は
列
伝
に
記
載
さ
れ
る
。そ
の
一
方
で
、

日
本
は
編
年
体
を
と
り
、
人
物
評
は
そ
の
人
物
が
死
亡
し
た
際
に
編
年
体
の
中
に

組
み
込
ま
れ
る
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
国
史
は
中
国
の
正
史
を

模
倣
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
国
史
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
池
田
温
氏
は
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
『
続
紀
』
編
纂
の
淳
仁
朝
か
ら
桓
武
朝
に
わ
た
る
長
期
を
通
じ
、
藤
原
仲

麻
呂
時
代
の
唐
風
模
倣
を
基
調
と
し
、
初
唐
の
実
録
を
目
標
と
し
つ
つ
、
詔

勅
・
宣
命
を
は
じ
め
と
し
叙
位
任
官
記
録
以
下
諸
官
符
の
曹
案
に
式
部
省
の

功
臣
家
伝
を
加
え
、
努
め
て
正
確
な
編
年
史
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
し
て
作

業
が
進
め
ら
れ
、『
書
紀
』
の
よ
う
に
文
辞
の
漢
文
的
潤
色
に
意
を
用
い
る

こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
二
三

　

池
田
氏
は
『
続
日
本
紀
』
は
初
唐
の
実
録
を
目
標
と
し
て
い
た
の
だ
と
述
べ
て

い
る
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
池
田
氏
は
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

結
局
『
続
紀
』
と
唐
の
実
録
、
ひ
い
て
は
中
国
の
史
書
を
比
較
す
る
と
顕

著
な
性
格
の
違
い
を
看
過
し
得
な
い
。
…
修
史
機
構
か
ら
官
制
、
史
書
の
形

式
、
資
料
の
蒐
集
か
ら
叙
述
項
目
に
至
る
ま
で
唐
の
影
響
を
全
面
的
に
受
入

れ
つ
つ
も
、
出
来
上
が
っ
た
『
続
紀
』
に
は
日
本
的
特
質
が
明
瞭
に
刻
印
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
四

　
『
続
日
本
紀
』
の
形
式
に
は
実
録
を
模
倣
し
た
点
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
全
て
を

そ
れ
に
則
っ
た
わ
け
で
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
池
田
氏
は
『
続
日
本
紀
』
と
実

録
と
の
違
い
と
し
て
人
の
死
没
の
記
事
に
つ
い
て
挙
げ
て
い
る
。『
続
日
本
紀
』
は

四
位
以
上
の
官
人
の
死
没
は
原
則
と
し
て
記
録
し
て
い
る
が
、
唐
の
実
録
は
記
事

を
厳
選
し
、
重
要
な
も
の
の
み
を
収
載
し
て
い
る
二
五
。
や
は
り
、
中
途
半
端
な
評

価
に
用
い
る
表
現
は
、日
本
に
お
い
て
独
自
に
作
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
表
現
を
用
い
た
理
由
と
し
て
、
日
本
と
中
国
と
の
間
に
あ
っ
た
記
事
の

取
捨
選
択
の
方
針
の
違
い
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。『
日
本
後
紀
』

に
お
い
て
は
、
全
て
を
網
羅
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
原
則
と
し
て
皇
族

や
僧
侶
、四
位
以
上
の
人
物
が
亡
く
な
っ
た
場
合
に
薨
卒
記
事
を
記
す
。そ
の
た
め
、

功
績
を
上
げ
る
こ
と
な
く
亡
く
な
っ
た
人
物
に
つ
い
て
の
記
事
も
書
か
な
け
れ
ば



一
三
三

『
日
本
後
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
お
け
る
人
物
評
の
表
現
―
否
定
的
な
表
現
を
中
心
に　
（
加
藤
有
理
香
）

な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
中
国
で
は
前
述
し
た
通
り
、
重
要

な
も
の
を
選
ん
で
記
録
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
特
に
評
価
に
値
し
な
い
人
物
に

つ
い
て
の
記
事
は
書
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、「
歴
官
内
外
。
無
有
毀
誉
」
と
い
っ
た

表
現
を
作
る
必
要
が
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
取
捨
選
択
の
方
針
に
違
い
が
生
じ
た

理
由
と
し
て
は
、
そ
の
社
会
構
成
の
違
い
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
池
田
氏
は
「
秦
漢
以
来
選
挙
制
の
発
達
を
通
じ
、

世
襲
制
の
殻
を
破
っ
て
活
動
す
る
多
彩
な
人
材
の
織
り
な
す
大
陸
の
歴
史
に
対
し
、

族
制
的
伝
統
の
な
お
強
く
残
る
日
本
社
会
と
の
差
が
、
伝
記
の
あ
り
方
に
も
反
映

し
て
い
る
と
言
え
よ
う
二
六
」
と
述
べ
て
い
る
。
記
載
す
る
べ
き
記
事
の
選
択
の
際

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
社
会
的
背
景
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
考
え
ら

れ
る
。

注一	
	

亀
田
隆
之
「『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
「
伝
」」（『
日
本
古
代
制
度
史
論
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
四
月
。「『
日
本
後
紀
』
に
お
け
る
「
伝
」
の
性
質
」『
人

文
論
究　

二
三
―
三
』
関
西
学
院
大
学
、
一
九
七
四
年
三
月
初
出
）。

坂
本
太
郎
「
六
国
史
と
そ
の
撰
者
」（『
六
国
史　

坂
本
太
郎
著
作
集
第
三
巻
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
一
月
。『
歴
史
教
育	

三
―
一
』
日
本
書
院
、
一
九

五
五
年
一
月
初
出
）
な
ど
。

二	
	

中
西
康
裕
「『
続
日
本
紀
』
の
編
纂
」（『
続
日
本
紀
と
奈
良
朝
の
政
変
』
吉
川
弘

文
館
、
二
〇
〇
二
年
七
月
、
四
〇
頁
。「『
続
日
本
紀
』
の
薨
卒
記
事
に
つ
い
て
」

『
関
西
学
院
史
学　

二
五
』
関
西
学
院
大
学
、
一
九
九
八
年
初
出
）。

三	
	

林
陸
朗
「『
続
日
本
紀
』
掲
載
の
伝
記
に
つ
い
て
」（『
日
本
史
籍
論
集　

上
巻
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
一
〇
月
、
一
二
四
頁
）。

四	

一
の
亀
田
氏
に
同
じ
、
二
九
〇
～
二
九
二
頁
。

五	
	

野
口
武
司
「
六
国
史
の
薨
卒
伝
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
―
続
日
本
紀
～
文
徳
実

録
を
中
心
に
」（『
立
正
史
学　

四
七
』
立
正
大
学
史
学
会
、
一
九
八
〇
年
三
月
、

二
七
～
二
九
頁
）。
僧
侶
の
記
事
を
省
い
た
理
由
は
「
僧
侶
は
有
徳
の
智
者
と
し

て
崇
拝
さ
れ
る
者
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
料
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
褒
の
論

評
が
多
い
の
は
、
寧
ろ
当
然
と
考
え
て
、
こ
こ
で
は
計
算
に
入
れ
ぬ
こ
と
と
し

た
」（
二
七
頁
）
と
し
て
い
る
。

六		
	

六
国
史
本
文
引
用
は
逸
文
も
含
め
、
全
て
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補　

国
史
大

系
』（
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
る
。
引
用
元
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
ま
た
、

『
日
本
後
紀
』
の
散
逸
箇
所
の
補
完
に
関
し
て
は
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
編
『
訳
注

　

日
本
史
料　

日
本
後
紀
』（
集
英
社
、
二
〇
〇
七
年
八
月
）
を
参
考
に
し
た
。

七		
	

坂
本
太
郎
「
六
国
史
と
伝
記
」（『
六
国
史　

坂
本
太
郎
著
作
集
第
三
巻
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
九
年
一
月
、
二
九
六
頁
。『
信
濃　

一
六
―
三
』
信
濃
史
学
会
、

一
九
六
四
年
三
月
初
出
）。

林
陸
朗
「『
続
日
本
紀
』
掲
載
の
伝
記
に
つ
い
て
」（『
日
本
史
籍
論
集　

上
巻
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
一
〇
月
、
二
九
六
頁
）。

五
に
同
じ
、
二
七
頁
。『
日
本
書
紀
』
に
薨
卒
記
事
が
無
い
と
明
記
し
て
い
な
い

が
、
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

藏
中
し
の
ぶ
「『
続
日
本
紀
』
官
人
薨
卒
伝
と
僧
伝
―
奈
良
朝
漢
文
伝
の
成
立

期
―
」（『
奈
良
朝
漢
詩
文
の
比
較
文
学
的
研
究
』
翰
林
書
房
、二
〇
〇
三
年
七
月
、

四
四
頁
。「
上
代
漢
文
伝
の
成
立
と
『
続
日
本
紀
』
―
官
人
薨
卒
伝
と
僧
伝
の
性
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一
三
四

格
の
ち
が
い
か
ら
―
」『
上
代
文
学　

第
六
四
号
』
上
代
文
学
会
、
一
九
九
〇
年

三
月
初
出
）。

遠
藤
慶
太
「
太
上
天
皇
へ
の
史
臣
評
―
『
日
本
後
紀
』」（『
六
国
史
―
日
本
書
紀

に
始
ま
る
古
代
の
「
正
史
」』
中
央
公
論
新
社
、二
〇
一
六
年
二
月
、一
〇
五
頁
）。

八	

二
に
同
じ
、
四
七
頁
。

九	
	

林
陸
朗
「
人
物
中
心
の
国
史
」（『
新
訂
増
補　

国
史
大
系　

月
報
五
一
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
六
六
年
八
月
、
二
頁
）。

一
〇	

坂
本
太
郎
「
文
徳
天
皇
実
録
」（『
六
国
史　

坂
本
太
郎
著
作
集
第
三
巻
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
九
年
一
月
、
一
九
六
頁
。『
六
国
史
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

〇
年
五
月
初
出
）。

一
一
一
の
坂
本
氏
に
同
じ
、
二
六
〇
～
二
六
一
頁
。

一
二
一
の
亀
田
氏
に
同
じ
、
二
九
一
頁
。

一
三
一
の
亀
田
氏
に
同
じ
、
二
九
〇
頁
。

一
四
一
の
亀
田
氏
に
同
じ
、
二
九
二
頁
。

一
五
一
の
坂
本
氏
に
同
じ
、
二
六
二
頁
。	

一
六
一
の
亀
田
氏
に
同
じ
、
二
九
三
頁
。

一
七	

山
本
信
吉
「
日
本
後
紀
の
編
纂
過
程
」（『
新
訂
増
補　

国
史
大
系　

月
報
五
一
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
八
月
、
三
～
六
頁
）。

一
八
一
の
亀
田
氏
に
同
じ
、
二
九
一
頁
。

一
九	

「
中
央
研
究
院
、
漢
籍
電
子
文
献http://hanji.sinica.edu.tw

/

」、
及
び
「
Ｄ

Ｖ
Ｄ
ー
Ｒ
Ｏ
Ｍ
『
四
部
叢
刊
』
電
子
版
（
日
本
国
内
版
）（
北
京
書
同
文
数
字
技

術
有
限
公
司
、
二
〇
〇
三
年
）」
を
使
用
。

二
〇	

漢
籍
の
引
用
は
全
て
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ー
Ｒ
Ｏ
Ｍ
『
四
部
叢
刊
』
電
子
版
（
日
本
国
内
版
）

（
北
京
書
同
文
数
字
技
術
有
限
公
司
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
。
引
用
文
に
は
適

宜
句
点
を
振
っ
て
あ
る
。

二
一	

亀
田
隆
之
「
良
吏
政
治
」（『
日
本
古
代
制
度
史
論
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇

年
四
月
、
三
三
一
頁
。「
良
吏
政
治
の
考
察
」『
古
代
史
論
叢　

下
巻
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
七
八
年
九
月
初
出
）。

二
二	

藏
中
し
の
ぶ「
伝
の
分
類
」（『
奈
良
朝
漢
詩
文
の
比
較
文
学
的
研
究
』翰
林
書
房
、

二
〇
〇
三
年
七
月
、
二
三
頁
。「
伝
の
文
体
」『
古
代
文
学
講
座
一
一　

霊
異
記
・

氏
文
・
縁
起
』
勉
誠
社
、
一
九
九
五
年
六
月
初
出
）。

二
三	

池
田
温
「
中
国
の
史
書
と
続
日
本
紀
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
四　

続
日

本
紀
三
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
一
一
月
、
六
四
九
頁
）。

二
四
二
三
に
同
じ
六
六
三
頁
。

二
五
二
三
に
同
じ
六
六
〇
頁
。

二
六
二
三
に
同
じ
六
六
一
頁
。

【
附
記
】

　

本
稿
は
愛
知
淑
徳
大
学
大
学
院
で
作
成
し
た
修
士
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
大
学
院
修
了
後
に
地
域
の
歴
史
や
文
化
に
関
わ
る
学
芸
員
と
な
っ
た
際
、
故

都
築
先
生
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
い
た
郷
土
文
学
の
知
識
が
、
文
化
の
再
発
見
に
繋

が
る
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
。
故
都
築
先
生
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。


